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Ⅰ 施設の概要 

 

１ 施設概要 

（１）江東区深川北子ども家庭支援センター 

  ・所在地   東京都江東区高橋１４番６号 

  ・施設面積  延床面積   ３１０㎡ 

  ・構造    鉄骨造地上３階のうち、１階部分 

  ・開設年月日 平成１６年５月１１日 

 

（２）江東区東陽子ども家庭支援センター 

  ・所在地   東京都江東区東陽三丁目１番３号 

  ・施設面積  延床面積   ５６３㎡ 

  ・構造    鉄骨造地上５階のうち、３階および１階の一部 

  ・開設年月日 平成１１年６月８日 

 

（３）江東区大島子ども家庭支援センター 

  ・所在地   東京都江東区大島四丁目１番３７号 

  ・施設面積  延床面積   ５４８㎡ 

  ・構造    鉄骨造地上２階のうち１階（一部除く）と２階部分 

  ・開設年月日 平成１５年６月１０日 

 

（４）江東区南砂子ども家庭支援センター 

  ・所在地   東京都江東区南砂三丁目１４番１号 コーシャハイム南砂駅前１階 

  ・施設面積  延床面積   ６３２．５㎡ 

  ・構造    鉄骨造地上１４階建共同住宅の１階部分 

  ・開設年月日 平成１８年５月２２日 

 

（５）江東区豊洲子ども家庭支援センター 

  ・所在地   東京都江東区豊洲五丁目５番１号 豊洲シエルタワー２０１ 

  ・施設面積  延床面積   ４００．２㎡ 

  ・構造    鉄骨造地上４０階建共同住宅の２階部分 

  ・開設年月日 平成１９年１月２９日 

 

２ 指定期間 

令和８年４月１日～令和１３年３月３１日まで（５年間） 



 

Ⅱ 指定管理者（候補者） 

 

１ 推薦する指定管理者（候補者）の概要 

（１）深川北・東陽・大島・南砂子ども家庭支援センター指定管理者（候補者）  

  ・名称       社会福祉法人 雲柱社 

  ・所在地      東京都世田谷区上北沢三丁目８番１９号 

  ・設立       昭和２８年７月２９日 

・代表者      小礒 満 

・資本金      ２５８，０７６，６２９円 

・事業内容     保育所、児童館、子ども家庭支援センター等の運営 

・江東区での実績 子ども家庭支援センター５施設（深川北・東陽・亀戸・大島・ 

南砂）、私立保育所２施設(神愛保育園・ともしび保育園)、児 

童館１施設（亀戸）、きっずクラブ４施設(深川・明治・八名 

川・一亀)を運営 

・区外での実績  墨田区・荒川区・葛飾区・世田谷区・目黒区・大田区等で保育園や 

児童館、学童クラブ・子ども家庭支援センターを運営 

 

（２）豊洲子ども家庭支援センター指定管理者（候補者） 

・名称       社会福祉法人 景行会 

  ・所在地      東京都町田市藤の台一丁目１番５６号 

  ・設立       昭和４５年１０月１３日 

・代表者      坂倉 泰正 

・資本金       なし 

・事業内容     保育所、児童館、子ども家庭支援センター等の運営 

  ・江東区での実績  子ども家庭支援センター３施設（豊洲・有明・住吉）、公設民営保 

育園１園（豊洲）、こどもプラザを運営 

・区外での実績   町田市で保育園・保育クラブを６施設運営 

 

Ⅲ 選定方法 

 

１ 非公募選定の方法 

(１) 非公募選定の理由 

①子ども家庭支援センターは、育児に関するあらゆる相談に対応するとともに、支援が必要 

な家庭に適切に対応し関係機関と連携して支援を行っており、利用者や関係機関と高度 

な信頼関係が求められる施設である。令和７年４月には区内８か所の子ども家庭支援セ 



 

ンターを地域子育て相談機関と位置づけ、利用者支援事業の強化を図るとともに、こども 

家庭センターと密接に連携しながら、訪問支援ワーカーによる家庭訪問等アウトリーチ 

活動（見守り訪問支援事業）の一層の充実を図り、子育て負担の軽減・虐待の予防的支援 

を推進していくこととなる。そのため、引き続き指定管理を行うことにより、これまで構 

築してきた利用者や関係機関と高度な信頼関係を生かしつつ継続した支援サービスの提 

供が確保できることから、児童虐待の未然防止に係る事業効果が期待できる。また、相談 

対応の中では極めて秘匿性の高い相談内容を扱うことがあり、個人情報の取り扱いや情 

報管理の面からも現指定管理者による一貫した管理が望ましい。 

②同施設は、前回の再選定時には想定していなかった地域における見守りが必要な家庭を 

対象とした定期的なアウトリーチ活動（見守り訪問支援事業）を令和４年度以降に区内全 

域で実施している。従事する職員には特定の資格要件や地域の社会資源を含む専門知識、 

経験が求められ、専門性・秘匿性の高い業務を取り扱う。また、支援対象には関わりに拒 

否的な保護者も一定数おり、施設側からの継続的なアプローチや細やかな配慮、高度な支 

援関係の構築が求められるため、これまでの援助活動により築いた信頼関係の継続が求 

められる。さらに、区では令和7年度より、地域での見守り機能の更なる強化を図るため 

従事職員の増員を予定しており、区としても、各施設において計画的な職員の採用・育成 

への取り組みを推奨してきた経緯もあることから、安定的な事業運営と継続性の面も加 

味し、見守り訪問支援事業に関して技術や知見を持つ現指定管理者が引き続き管理を行 

うことが適当である。 

③同施設は、令和3年度から5年度における年度評価も優れており、令和6年度に実施し 

た第三者評価においても概ね良好な結果となっている。また、利用者アンケートでも多く 

の保護者から高い評価を得ている。 

 

(２) 選定方法 

ア 第一次審査（書類審査） 

専門部会員は、法人から提出される法人に関する書類、経営状況を証明する書類、子ど

も家庭支援センターの管理運営に係る書類を基に審査を行った。 

 

イ 第二次審査（実地審査・ヒアリング） 

書類では確認できなかった部分について、現地視察を行うとともに法人に対してヒア

リングを行った。 

 

第一次審査及び第二次審査の結果、５センターともに総得点が配点合計の８割以上、Ａ

評価を獲得したため、選定評価委員会に推薦する指定管理者（候補者）として選定した。 

 



 

２ 選定の経過 

日付 会議名 内容 

令和7年2月10日 
江東区公の施設に係る指定管理者選定 

評価委員会子ども家庭支援センター専門部会 
非公募の検討 

令和7年3月27日 
江東区公の施設に係る指定管理者選定 

評価委員会 
非公募選定の決定 

令和7年4月16日 江東区公の施設に係る指定管理者選定 

評価委員会子ども家庭支援センター専門部会 
選定基準（案）等の検討 

令和7年5月12日 江東区公の施設に係る指定管理者選定 

評価委員会 
選定基準等の決定 

令和7年7月25日 江東区公の施設に係る指定管理者選定 

評価委員会子ども家庭支援センター専門部会 
推薦候補者の選定 

 

３ 部会員名簿 

 職名 氏名 

部会長 こども未来部長 堀田 誠 

副部会長 養育支援課長 桑畠 麻未 

部会員 こども家庭支援課長 松村 浩士 

 保育政策課長 岩田 勉 

 保育支援課長 神山 大輔 

 児童相談体制連携調整担当課長 加納 正裕 

 養育支援課 養育支援係長 青木 陽美 

 養育支援課 養育支援担当係長 小暮 知子 

外部有識者 田園調布学園大学 教授 内藤 知美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅳ 選定結果 

Ⅳ－１【江東区深川北子ども家庭支援センター】（社会福祉法人 雲柱社） 

 

１ 審査結果 

（１）第一次審査の結果（書類審査） 

評価項目 配点 
評価委員（７人） 

合計点 
平均評価点 

１ 運営・受託する姿勢や意欲 120 755 108 

２ 子ども家庭支援センター事業運営 440 2,585 369 

３ 施設管理・運営 100 475 68 

４ 業務の体制 100 555 79 

５ 収支計画 40 210 30 

６ 法人の運営状況 160 830 119 

７ 江東区への貢献度 40 280 40 

合計 1,000 5,690 813 

 

（２）第二次審査の結果（現地視察・ヒアリング） 

評価項目 配点 
評価委員（７人） 

合計点 
平均評価点 

１ 利用者対応全般 280 1,720 246 

２ 管理・運営体制 640 3,645 521 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 40 260 37 

４ 二次審査全体を通じて 40 260 37 

合計 1,000 5,885 841 

 

（３）総合結果 

評価項目 配点（合計） (社福)雲柱社 

第一次審査 1,000 813 

第二次審査 1,000 841 

合計 2,000 1,654 

評価 Ａ 

 

 

 

 



 

審査項目 専門部会としての意見 

１ 利用者対応全般 利用者が日常生活での不安や困りごとを気軽に相談

できる環境を大切にしており、センターでの面接相

談だけでなく、相談内容に応じて関係機関の専門相

談へ繋げる等、利用者一人ひとりが安心して地域で

育児が出来るような質の高いサービスの提供をして

いる点が評価できる。 

また、センターの存在を知らないプレママ・パパへ

の周知を実施するほか、低月齢のこどもを対象とし

たプログラムの開催を通じて近い月齢の子を持つ保

護者同士の交流の機会を積極的に創出している点も

高く評価できる。 

２ 管理・運営体制 こどもの年齢や発育に応じた遊具を選択し、職員に

よる施設内の日常的な点検により安全管理が徹底さ

れている点が評価できる。 

また、職員育成においては職員一人ひとりが内部研

修だけでなく外部研修にも積極的に参加し、その結

果の情報共有により全体のスキルアップへ繋げよう

としている点も評価できる。 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 子ども家庭支援センターの指定管理者として培った 

経験とノウハウを活かし、センターにおける現状と 

課題を十分に分析した上で、事業ごとに今後５年間

における具体的な取り組みに関する提案がされてお

り、評価できる。 

他センターの模範となるよう、子ども家庭支援セン

ターを中心とした地域における子育て支援体制の構

築を行っている点が大いに評価できる。 

また、地域見守り支援について、十分な職員体制が

提案されており、課題や解決策も適格に把握されて

いる。 

 

 

 

 



 

Ⅳ－２【江東区東陽子ども家庭支援センター】（社会福祉法人 雲柱社） 

 

１ 審査結果 

（１）第一次審査の結果（書類審査） 

評価項目 配点 
評価委員（７人） 

合計点 
平均評価点 

１ 運営・受託する姿勢や意欲 120 755 108 

２ 子ども家庭支援センター事業運営 440 2,605 372 

３ 施設管理・運営 100 480 69 

４ 業務の体制 100 540 77 

５ 収支計画 40 205 29 

６ 法人の運営状況 160 820 117 

７ 江東区への貢献度 40 280 40 

合計 1,000 5,685 812 

 

（２）第二次審査の結果（現地視察・ヒアリング） 

評価項目 配点 
評価委員（７人） 

合計点 
平均評価点 

１ 利用者対応全般 280 1,770 253 

２ 管理・運営体制 640 3,730 533 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 40 280 40 

４ 二次審査全体を通じて 40 270 39 

合計 1,000 6,050 864 

 

（３）総合結果 

評価項目 配点（合計） (社福)雲柱社 

第一次審査 1,000 812 

第二次審査 1,000 864 

合計 2,000 1,676 

評価 Ａ 

 

 

 

 

 



 

審査項目 専門部会としての意見 

１ 利用者対応全般 保健相談所の両親学級からセンター利用へと繋げる

取り組みに加えて、低月齢の初回利用者向けのプロ

グラムの開催やその後も継続して参加出来るプログ

ラムを充実させることで、センター利用のリピート

に繋げる工夫を行っている点が評価できる。 

また、近隣の児童館と実施しているイベントの開催

時には、民生委員や福祉団体にも協力を仰ぎ、積極

的に関係機関と連携している点も高く評価できる。 

見守り支援員がひろばに滞在する機会を作り、 

利用者に顔を覚えてもらうことで、利用者が気軽に

相談しやすい環境を醸成している点も評価できる。 

２ 管理・運営体制 利用者の意見を反映したプログラムの開催や、周辺

の子育て施設との共同プログラムの実施等、利用者

目線での運営がされている点が評価できる。 

また、子ども家庭支援士やはぴトレトレーナーの養

成講座を８センターで唯一実施しており、人材育成

における中核的な役割を適切に担っている点も評価

できる。 

また、年複数回実施している避難訓練に加えて、東

陽区民館の防災訓練にも参加し、有事の際に適切に

対応できる体制を整えている点も高く評価できる。 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 子ども家庭支援センターの指定管理者として培った

経験とノウハウを活かし、センターにおける現状と

課題を十分に分析した上で、事業毎に今後5年間に

おける具体的な取り組みに関する提案がされている

点が評価できる。 

また、人材育成の面では、ボランティア活動から協

力家庭の養成までを一つの流れとして捉え、より長

期的な視点で育成事業を担い、広く展開していこう

とする姿勢が高く評価できる。 

さらに、地域見守り支援について、十分な職員体制

が提案されており、課題や解決策も的確に把握され

ている。 



 

Ⅳ－３【江東区大島子ども家庭支援センター】（社会福祉法人 雲柱社） 

 

１ 審査結果 

（１）第一次審査の結果（書類審査） 

評価項目 配点 
評価委員（７人） 

合計点 
平均評価点 

１ 運営・受託する姿勢や意欲 120 755 108 

２ 子ども家庭支援センター事業運営 440 2610 373 

３ 施設管理・運営 100 480 69 

４ 業務の体制 100 545 78 

５ 収支計画 40 205 29 

６ 法人の運営状況 160 825 118 

７ 江東区への貢献度 40 280 40 

合計 1,000 5,700 815 

 

（２）第二次審査の結果（現地視察・ヒアリング） 

評価項目 配点 
評価委員（７人） 

合計点 
平均評価点 

１ 利用者対応全般 280 1,565 224 

２ 管理・運営体制 640 3,550 507 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 40 250 36 

４ 二次審査全体を通じて 40 240 34 

合計 1,000 5,605 801 

 

（３）総合結果 

評価項目 配点（合計） (社福)雲柱社 

第一次審査 1,000 815 

第二次審査 1,000 801 

合計 2,000 1,616 

評価 Ａ 

 

 

 

 

 



 

審査項目 専門部会としての意見 

１ 利用者対応全般 日々の利用者とのやり取りの中から吸い上げた意見

を基に新たなプログラムを開催するなど、利用者が

主体的にプログラムに参加できるような取り組みを

している点が評価できる。 

日本語でのコミュニケーションが難しい利用者に対

しても、翻訳機を活用し、異文化での子育てへの不

安や孤立感を抱える利用者に寄り添った対応をして

いる点が評価できる。 

施設の特徴である広い園庭を活用した庭遊びや水遊

び、栽培活動やガーデニング活動など、自然と触れ

合う活動に取り組んでいる点も評価できる。 

２ 管理・運営体制 玩具の選定においては誤飲が起こらないサイズに限

定し、家具のネジのゆるみや破損についても定期的

な点検を行うなど、安心・安全な環境設定に取り組

んでいる点が評価できる。 

また、人材育成の点では、職務年数に合わせた法人

としての研修体系が確立されており、職員の育成に

係る取り組みが評価できる。 

緊急時に備え、地震・火災等による危機管理マニュ

アルを作成し、訓練には職員だけでなく利用者も参

加しており、地域住民とともに高い防災意識を持っ

て運営している点が高く評価できる。 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 子ども家庭支援センターの指定管理者として培った

経験とノウハウを活かし、センターにおける現状と

課題を十分に分析した上で、事業毎に今後5年間に

おける具体的な取り組みに関する提案がされている

点が評価できる。 

また、多国籍の利用者の多い地域の特徴を捉え、多

言語対応や国籍を越えた利用者同士の交流創出につ

いての提案もあり、利用者のニーズに沿った非常に

高い水準での運営が期待できる。 

地域見守り支援についても十分な職員体制が提案さ

れており、課題や解決策も的確に把握されている。 



 

Ⅳ－４【江東区南砂子ども家庭支援センター】（社会福祉法人 雲柱社） 

 

１ 審査結果 

（１）第一次審査の結果（書類審査） 

評価項目 配点 
評価委員（７人） 

合計点 
平均評価点 

１ 運営・受託する姿勢や意欲 120 755 108 

２ 子ども家庭支援センター事業運営 440 2,585 369 

３ 施設管理・運営 100 480 69 

４ 業務の体制 100 545 78 

５ 収支計画 40 205 29 

６ 法人の運営状況 160 825 118 

７ 江東区への貢献度 40 280 40 

合計 1,000 5,675 811 

 

（２）第二次審査の結果（現地視察・ヒアリング） 

評価項目 配点 
評価委員（７人） 

合計点 
平均評価点 

１ 利用者対応全般 280 1,760 251 

２ 管理・運営体制 640 3,675 525 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 40 260 37 

４ 二次審査全体を通じて 40 250 36 

合計 1,000 5,945 849 

 

（３）総合結果 

評価項目 配点（合計） (社福)雲柱社 

第一次審査 1,000 811 

第二次審査 1,000 849 

合計 2,000 1,660 

評価 Ａ 

 

 

 

 

 



 

審査項目 専門部会としての意見 

１ 利用者対応全般 こどもの育ちに合わせた丁寧な対応や、妊娠期から

参加できるプレママ・プレパパを対象としたプログ

ラムを実施し、こどもだけでなく保護者同士の交流

も積極的に創出している点が評価できる。 

屋外スペースを活用した農園の運営や、利用者と収

穫を行うなど、都会の中でも自然に触れる楽しみを

共有・推進している点も評価できる。 

近隣校の小学生（高学年）と中学生を対象に「困っ

たときには話してね」カードを配布し、子ども家庭

支援センターが親子からだけではなく、こどもから

の相談を受ける場でもあることを適切に周知してい

る点が高く評価できる。 

２ 管理・運営体制 自衛消防組織図の作成により災害時の職員一人ひと

りの役割を明確にし、発災時に職員が迅速に対応で

きるよう年３回の防犯訓練を実施する等、高い意識

を持って取り組んでいる点が評価できる。 

また、衛生面では定期的な室内外の清掃・遊具の消

毒のほか、嘔吐処理セットを設置する等、利用者が

安心・安全に施設を利用出来るように管理を徹底し

ている点が評価できる。 

さらに、職務年数に合わせた法人としての研修体系

が確立されており、高い意識を持って取り組んでい

る点が高く評価できる。 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 子ども家庭支援センターの指定管理者として培った 

経験とノウハウを活かし、センターにおける現状と

課題を十分に分析した上で、事業毎に今後5年間に

おける具体的な取り組みに関する提案がされている

点が評価できる。 

また、今後の子ども家庭支援センターにおける見守

り支援機能強化に対しても、他センターを先導し、

全体のスキル向上を図る取り組みについて、高い意

欲が見られる。 

 



 

Ⅳ－５【江東区豊洲子ども家庭支援センター】（社会福祉法人 景行会） 

 

１ 審査結果 

（１）第一次審査の結果（書類審査） 

評価項目 配点 
評価委員（７人） 

合計点 
平均評価点 

１ 運営・受託する姿勢や意欲 120 700 100 

２ 子ども家庭支援センター事業運営 440 2600 371 

３ 施設管理・運営 100 510 73 

４ 業務の体制 100 505 72 

５ 収支計画 40 210 30 

６ 法人の運営状況 160 865 124 

７ 江東区への貢献度 40 280 40 

合計 1,000 5,670 810 

 

（２）第二次審査の結果（現地視察・ヒアリング） 

評価項目 配点 
評価委員（７人） 

合計点 
平均評価点 

１ 利用者対応全般 280 1,665 238 

２ 管理・運営体制 640 3,735 534 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 40 260 37 

４ 二次審査全体を通じて 40 260 37 

合計 1,000 5,920 846 

 

（３）総合結果 

評価項目 配点（合計） (社福)景行会 

第一次審査 1,000 810 

第二次審査 1,000 846 

合計 2,000 1,656 

評価 Ａ 

 

 

 

 

 



 

審査項目 専門部会としての意見 

１ 利用者対応全般 子育て中の利用者への周知・支援だけでなく、こど

もが生まれる前の妊娠期から施設を利用できること

についての周知や、専用プログラムを開催し、出産

後の利用に繋げている点が評価できる。 

初回の利用者に対して、プログラムの案内だけでな

く、近い月齢の子を持つ利用者同士を繋げることを

意識したアプローチを行い、継続して施設を利用し

てもらえるような取り組みをしている点が評価でき

る。 

２ 管理・運営体制 子供の成長発達に即した玩具の設置のほか、過ごし

やすくぬくもりのあるコーナーづくりを意識し、遊

びの展開が広がるような配置の工夫をしている点が

評価できる。 

人材育成においては、日常業務の中での疑問点を職

員間で共有し話し合う機会を設ける他、内部研修や

外部研修を積極的に取り入れ、職員の資質向上に努

めている点が評価できる。 

防犯面では、監視カメラの設置や定期的に実施して

いる防犯防災訓練の他、職員間では不審者侵入対策

も実施し、区危機管理室からの情報等はセンター内

に掲示し、利用者への注意喚起を適切に実施してい

る点も高く評価できる。 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 転出入が非常に多く、また、乳幼児人口が多い臨海

部の地域性を的確に把握し、「人と人とをつなげ

る」という運営理念のもと、地域課題の解決に向け

積極的に取り組んでいる点が評価できる。 

また、需要が非常に高い一時預かり事業の代替とし

て、独自の短時間保育事業を実施する等、常に利用

者ニーズに向き合う前向きな姿勢が高く評価でき

る。 

さらに、地域見守り支援について、人数や 

能力等、十分な職員体制が提案されており、課題把

握も適切である。 

 



 

２ 財務状況審査 

（１）社会福祉法人 雲柱社 【深川北・東陽・大島・南砂子ども家庭支援センター指定管理者（候補者）】 

短期安全性は、前期と同じ数値であり、流動比率や当座比率からみた短期的な支払い能 

力に懸念はない水準となっている。 

長期安全性についても前期と同じ数値であり、安定した高い水準を維持している。 

総合評点としては、３年間黒字経営を継続しており、標準的な財務状況となっている。 

以上のことから、今後５年間の指定管理を受けることに問題はないものと考える。 

 

（２）社会福祉法人 景行会 【豊洲子ども家庭支援センター指定管理者（候補者）】  

短期安全性、長期安全性ともに前年度水準を上回っており、高い水準を維持している。 

総合評点についても、前年度水準を上回っており、法人全体の財務状況は良好である。 

以上のことから、今後５年間の指定管理を受けることに問題はないものと考える。 

 

３ 外部有識者への意見聴取  

 

氏名 内藤 知美 

略歴 田園調布学園大学 教授 

＜ 外部有識者内藤様からのご意見等 ＞ 

※意見書は次ページより掲載 
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江東区子ども家庭支援センター指定管理者選定基準 

 

指定管理者の候補者の選定に当たっては、江東区公の施設に係る指定管理者の指定

手続きに関する条例第５条の規定により、次に掲げる選定基準に照らし総合的に審査

し、最も適当と認める法人等を選定するものとされています。 

（１）利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること 

（２）公の施設の効用を最大限に発揮するものであること 

（３）公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるもので

あること 

（４）公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ていること 

（５）その他区長等が必要と認める事項 

 

 これらに基づき、今回、応募された申請については、次の項目に基づき審査を行い

ます。 

 

（１）利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること 

（２）子ども家庭支援センターの効用を最大限に発揮するものであること 

（３）子ども家庭支援センターの適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減 

が図られるものであること 

（４）子ども家庭支援センターの管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模 

及び能力を有していること 

（５）子ども家庭支援センターの事業計画が地域の特性を理解し、地域と連携したも 

のであること 

※子育て支援・虐待予防を目的として以下の点を評価において重視する。 

 ①地域における見守り支援機能（育児不安家庭へのアウトリーチ活動等）の 

強化 

 ②地域資源となる人材（ボランティア）の育成及び活用 

 

参考１



 

指定管理者選定候補法人の審査手順について 

 

子ども家庭支援センター専門部会 

 

１ 審査方法 

応募資格、及び指定条件を満たす法人について、次の順に２つの方法をもって審査を行うこ

ととする。 

 

（１） 第一次審査（書類審査） 

専門部会員は、法人から提出される法人に関する書類、経営状況を証明する書類、子ども

家庭支援センターの管理運営に係る書類を基に審査を行う。 

 

（２） 第二次審査（実地審査・ヒアリング） 

専門部会員は、法人が運営する施設の実地審査及びヒアリングを行う。 

 

２ 評価方法 

第一次審査（書類審査）及び第二次審査（実地審査・ヒアリング）のそれぞれについて、

審査を行った部会員の全員の平均得点（小数点第一位を四捨五入）を、当該法人の得点と

する。 

①  第一次審査と第二次審査の合計得点を持って、当該法人の総得点とする。 

②  第一次審査と第二次審査の配点合計の８割以上の総得点を獲得した法人をＡ評

価、６割以上をＢ評価、６割未満をＣ評価とする。 

 

３ 専門部会における選定 

Ｂ評価以上の法人を再選定に適切な法人として推薦する。 

 

参考２


